
「為替手数料・その他手数料取扱要領」新旧対比表
2025年10月1日適用　
	変更後
	現　行

	
為替手数料・その他手数料取扱要領
 
平成　６年　４月　１日　制定　　　　　平成２６年　４月　１日　改正
平成　７年　３月１５日　改正　　　　　平成２６年１０月２０日　改正
平成　８年　９月　４日　改正　　　　　平成２７年　２月　２日　改正
平成１６年１０月　１日　改正　　　　　平成２８年　１月　１日　改正
平成１６年１１月　１日　改正　　　　　平成２８年　１月　９日　改正
平成１８年　１月　４日　改正　　　　　平成２８年１１月　１日　改正
平成１８年１０月　２日　改正　　　　　平成２９年１０月　２日　改正
平成１９年　３月　１日　改正　　　　　平成３１年　４月　１日　改正
平成１９年　５月　１日　改正　　　　　令和　元年１０月　１日　改正
平成１９年１０月　１日　改正　　　　　令和　２年　４月　１日　改正
平成２０年　３月　１日　改正　　　　　令和　２年　６月　１日　改正
平成２０年　７月２２日　改正　　　　　令和　３年１０月　１日　改正
平成２０年１０月２０日　改正　　　　　令和　４年　４月　１日　改正
平成２１年　７月２７日　改正　　　　　令和　４年１１月　４日　改正
平成２２年　４月　１日　改正　　　　　令和　４年１１月２９日　改正
平成２３年　４月　１日　改正　　　　　令和　５年　４月　１日　改正
平成２３年　７月　１日　改正　　　　　令和　６年　２月１３日　改正
平成２４年１０月１０日　改正　　　　　令和　６年　４月　１日　改正
平成２５年　５月　１日　改正　　　　　令和　７年　４月　１日　改正
令和　７年１０月　１日　改正







 





遠州中央農業協同組合



１．為替手数料　　（省略）
当組合が定める為替手数料は下記のとおり。（消費税込）
（削除）





①　振込手数料

②　電子交換手数料

③　代金取立手数料

④　その他為替手数料
	手数料の種類
	
	手数料

	（削除）振込の訂正・組戻料
	１通
	８８０円

	不渡手形返却料
	１通
	８８０円

	取立手形組戻料
	１通
	８８０円

	取立手形店頭呈示料
	１通
	８８０円



２．その他の手数料一覧表
①～④　（省略）

⑤　媒体持込手数料
	対象媒体
	依頼者
	金額

	振込依頼書【単票】５件以上
振込依頼書【連記式】５件以上
紙（口座引落明細・振込明細等）
外部記憶媒体
	一般
	５，５００円

	
	農業関連
	３，３００円


(注意)　１　同一日に複数回の持込みがある場合は、回数毎に手数料を徴収する。
２　振込依頼書【単票・連記式】を同時に持込む場合は、合算して判定する。
３　窓口および店舗以外で受付する場合も同一の手数料とする。
４　口座振替および各種振込等の取引にかかる当組合所定の手数料は、別途徴収する。
５　ＱＲ伝票作成ツールにより作成したＱＲ伝票は徴収しない。

⑥～⑫　（省略）








３．為替手数料減免措置　　（省略）
(1) ～(2) 　（省略）

(3) その他免除するもの
①　ＪＡ事業に伴う振込。ただし農協経費の支払は支払資金から手数料を差し引きして支払う。
②　農協本支店宛の給与振込。
③　農協が支払う共済金、給付金、返戻金、割戻金等の振込。
④　組合員組織に伴う振込。
⑤　㈱ジェイエイ遠中サービスおよび㈲遠中農園が行う本支店間の内部資金移動。
（注意）１　組合員組織は、当組合が定める「組合員の組織」とする。

(4) （省略）

４．その他手数料の減免措置　　（省略）
(1) （省略）

(2) 口座振替
①　ＪＡ事業に伴う口座振替は、手数料を免除する。
②　組合員組織に伴う口座振替は、手数料を免除する。
③　㈱ジェイエイ遠中サービスおよび㈲遠中農園が行う口座振替は、手数料を免除する。
④　小中学校および県立高校の口座振替手数料は、別に定めるところによる。
（注意）１　組合員組織は、当組合が定める「組合員の組織」とする。

(3) ～(10) （省略）

５．その他減免措置　　（省略）





	
為替手数料・その他手数料取扱要領
 
平成　６年　４月　１日　制定　　　　　平成２６年　４月　１日　改正
平成　７年　３月１５日　改正　　　　　平成２６年１０月２０日　改正
平成　８年　９月　４日　改正　　　　　平成２７年　２月　２日　改正
平成１６年１０月　１日　改正　　　　　平成２８年　１月　１日　改正
平成１６年１１月　１日　改正　　　　　平成２８年　１月　９日　改正
平成１８年　１月　４日　改正　　　　　平成２８年１１月　１日　改正
平成１８年１０月　２日　改正　　　　　平成２９年１０月　２日　改正
平成１９年　３月　１日　改正　　　　　平成３１年　４月　１日　改正
平成１９年　５月　１日　改正　　　　　令和　元年１０月　１日　改正
平成１９年１０月　１日　改正　　　　　令和　２年　４月　１日　改正
平成２０年　３月　１日　改正　　　　　令和　２年　６月　１日　改正
平成２０年　７月２２日　改正　　　　　令和　３年１０月　１日　改正
平成２０年１０月２０日　改正　　　　　令和　４年　４月　１日　改正
平成２１年　７月２７日　改正　　　　　令和　４年１１月　４日　改正
平成２２年　４月　１日　改正　　　　　令和　４年１１月２９日　改正
平成２３年　４月　１日　改正　　　　　令和　５年　４月　１日　改正
平成２３年　７月　１日　改正　　　　　令和　６年　２月１３日　改正
平成２４年１０月１０日　改正　　　　　令和　６年　４月　１日　改正
平成２５年　５月　１日　改正　　　　　令和　７年　４月　１日　改正
（追加）　　　　　　　　　①







 





遠州中央農業協同組合



１．為替手数料　　（省略）
当組合が定める為替手数料は下記のとおり。（消費税込）
①　送金手数料
	仕　向　先
	手　数　料

	本支店間
	０円

	県内農協宛
	５５０円

	県外農協宛
	８８０円

	他金融機関宛
	８８０円


②　振込手数料

③　電子交換手数料

④　代金取立手数料

⑤　その他為替手数料
	手数料の種類
	
	手数料

	送金･振込の（追加）組戻料
	１通
	８８０円

	不渡手形返却料
	１通
	８８０円

	取立手形組戻料
	１通
	８８０円

	取立手形店頭呈示料
	１通
	８８０円



２．その他の手数料一覧表
①～④　（省略）
[bookmark: _GoBack]
⑤　媒体持込手数料
	対象媒体
	依頼者
	金額

	振込依頼書【単票】５件以上
振込依頼書【連記式】５件以上
紙（口座引落明細・振込明細等）
外部記憶媒体
	一般
	５，５００円

	
	農業関連
	３，３００円


(注意)　１　同一日に複数回の持込みがある場合は、回数毎に手数料を徴収する。
２　振込依頼書【単票・連記式】を同時に持込む場合は、合算して判定する。
３　窓口および店舗以外で受付する場合も同一の手数料とする。
４　口座振替および各種振込等の取引にかかる当組合所定の手数料は、別途徴収する。
（追加）

⑥～⑫　（省略）








３．為替手数料減免措置　　（省略）
(1) ～(2) 　（省略）

(3) その他免除するもの
①　ＪＡ事業に伴う振込。ただし農協経費の支払は支払資金から手数料を差し引きして支払う。
②　農協本支店宛の給与振込。
③　農協が支払う共済金、給付金、返戻金、割戻金等の振込。
④　組合員組織に伴う振込。
⑤　㈱ジェイエイ遠中サービスおよび㈲遠中農園が行う本支店間の内部資金移動。
（注意）１　組合員組織は、通常総代会資料に記載の「組合員の組織」とする。

(4) （省略）

４．その他手数料の減免措置　　（省略）
(1) （省略）

(2) 口座振替
①　ＪＡ事業に伴う口座振替は、手数料を免除する。
②　組合員組織に伴う口座振替は、手数料を免除する。
③　㈱ジェイエイ遠中サービスおよび㈲遠中農園が行う口座振替は、手数料を免除する。
④　小中学校および県立高校の口座振替手数料は、別に定めるところによる。
（注意）１　組合員組織は、通常総代会資料に記載の「組合員の組織」とする。

(3) ～(10) （省略）

５．その他減免措置　　（省略）








